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新年、明けましておめでとうございます。
旧年中は、保護者の皆様には、ご支援･ご協力をいただき、
ありがとうございました。
今年もよろしくお願いいたします。

今日、子どもたちの元気な声が校舎に戻りました。3学期の始まりです。
3学期は、52日しかありません。学年のまとめをしっかり行わせると共に、来
年度に向けて、目標をしっかり持たせてがんばらせていきたいと思います。
３学期も、保護者の皆様のご協力をよろしくお願いします。

１月 ９日（火） 第３学期始業式 福島県教育委員会では、ふく
24日（水） ゲーム集会 しまの「家庭学習スタンダード」

のリーフレットを作成し、家庭へ
２月 9日（金） 校内なわとび大会 の配付を行うことになりまし

２3日（金） 授業参観、懇談会 た。本校で取り組んでいる「西
二小子育て５」「西二小のよい

３月 2日（金） ６年生を送る会 子」そして、本校で作成した「家
（鼓笛引き継ぎ） 庭学習の手引き」と同じような

１６日（金） 卒業式予行 内容が書かれていますので、
２２日（木） 修了式 ご家庭で１度目を通していただ
２３日（金） 卒業式 き、家庭学習に役立てて頂けれ
２８日（水） 離任式 ば幸いです。

教室移動作業 後日、児童を通して配付いた
します。



＜１２月２６日付 福島民報＞ いじめを受けていた当時中学１年生が亡くなった問題で、昨年
１２月に、市教育委員会の第三者委員会「市いじめ問題専門委員
会」は、

「いじめが大きな一因となって、自死を選択した」
との調査結果を公表しました。
保護者の皆様も、新聞をご覧になりご存じだと思いますが、調

査委員会は、調査結果の中で、いじめ防止策として

① いじめ防止基本方針の確認と徹底

② いじめ防止基本方針の策定場面に現場の声を取り入れ
る

③ 教職員の連携を密にする

④ 人的組織の充実と外部資源の活用

の４項目を提言しました。

本校でも、「西袋二小いじめ防止基本方針」が策定されていま
すが、今年度見直しをして、児童･保護者の皆さん･学校評議員の
皆さんからのご意見等をふまえ、平成３０年度の計画を策定して
いく予定でおります。

１２月の学校だよりにも「いじめの定義」を掲載しましたが、再
度、掲載しますので、ご覧ください。

「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する
学校に在籍している等、当該児童等と一定の人的関係にあ
る他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行
為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって
被害を受けた児童等が心身の苦痛を感じている場合には
全ていじめに該当します。
したがって，あくまでいじめを受けた子どもの主観によっ

て判断するため、仮に被害児童等がいじめられたと感じた
場合には，その行為の性質を問わず、いじめに該当してしま
います。

いじめは、学校だけではなく、いろいろな場所、場面で発生します。
いじめをなくすためには、学校･保護者･地域が一体となって、問題に
取り組んでいかなければなりません。どんな小さな事でも結構ですの
で、「何か変だな」と感じた時は、担任、生徒指導主事、教頭、校長にご
連絡を頂きたいと思います。

教育を受ける権利は、一人ひとりの児童全員が公平に持っていま
す。子どもたちが楽しい学校生活を送ることができるように、「子ど
もを真ん中に据えた教育実践」「安全で安心できる学校作り」に教職
員一丸となって取り組んで参ります。
今後も、保護者に皆様、地域の皆様のご協力をよろしくお願いし

ます。


